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自 治 会 

自治会名 みすず台南自治会 

自治会 

拠点住所 
上田市蒼久保１５１５番地９ 

U R L なし 

拠点施設名 

※公民館、 

自治会館など 

みすず台南公民館 

世 帯 数 

該当世帯数に〇印 

50 未満 100以下 250以下 500以下 750以下 1,000 以下 1,000 以上 

   ○    

自治会の紹介 
位置や沿革、 

成り立ち、 

昔話など 

位置・・・みすず台南自治会は、上田市の東部にあり、西側の神川及び南

側にある千曲川で形成された河岸段丘の段丘面に位置する、世帯数約 338

戸、居住人口約 766人の自治会です。（上田市自治会別人口・世帯統計令

和 4年 4月現在） 

改革・・・県営住宅のみすず台団地が昭和 40 年から昭和 42 年頃建設さ

れ、それと同時にみすず台南区に一般住宅用の開発が行われました。みす

ず台南自治会の発足は昭和 49年 1月 9日に自治会会則が施行され現在に

至っています。 

 

組  織 
個人名を含まない 

組織図など 

自治会内を２０隣組制 

執行部・・・自治会長、副自治会長２名、会計 

      副自治会長のうち１名は公民館分館長とし、公民館業務に 

当たる 

専門部・・・総務部、土木部、衛生部、消防防犯部、文化部、体育部 

役員任期・・会長、副会長は１年。但し副会長が次期会長となることを 

原則とする。公民館分館担当副会長、会計は２年。 

会計監査員は２年。組長は１年。 

総代会・・・毎年１月３日 

 

主な行事 

どんど焼き、一斉清掃（春季・秋季）、夏祭り、敬老会、バスハイク、文

化講演会、防災訓練、文化祭、しめ縄作り講習会、繭玉づくり等 

第一次 

避難場所 

施設名 みすず台南公民館 

住 所 上田市蒼久保１５１５番地９ 
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防犯・防災 

○管轄消防分団・・・第十分団 

○消防防犯部員による地域安全運動、自治会内パトロール（春・夏・秋 

・年末）の実施 

安  全 
安協のとりくみなど 

○上田市交通安全協会 みすず台南分会 

 全国交通安全運動期間中の街頭指導（春・夏・秋・年末） 

 地区内のカーブミラーの清掃・点検 

環  境 
資源回収情報など 

○資源物回収 

毎月第２水曜日 地区内３箇所で実施（担当：衛生部、小学校 PTA、 

中学校 PTA） 

そ の 他 
分館・育成会・消防・敬

老会・AED設置場所など 

○分館活動 

 分館五役（分館長、副分館長兼人権同和教育推進員、分館主事兼青少年 

育成推進指導員） 

○各種同好会活動 

 ９つの同好会（野球、ソフトボール、ストレッチ、卓球、囲碁、民踊、 

パドル体操、コカリナ、詩吟）があり同一な趣味の方が集まり、多岐に 

渡って活動をしている。 

○健康広場 

 福祉推進委員、健康推進委員、ボランティア等が指導・補佐し年間 

計画・月間計画のもとに活動し、健康の増進や自治会内の団らんの場と 

となっている。 

 


